
:　　　　　　

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービス
センター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防
止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木
材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

宣言日 令和4年6月28日

事業場名

高橋土建株式会社　

SafeworK 向上宣言

・作業手順を遵守し、不安全行動をなくす。

・使用機材又は車両等は、使用前に必ず点検する。

・毎月社内安全パトロールを実施する。

・各工事現場で決められているルールを必ず守る。

・５Sを実行し安全を確保する。


